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姫路市食物アレルギー対応マニュアル  

 

６ 

１-３-１ 特定原材料等の表示 

卵、乳、小麦、落花生（ピーナッツ）、えび、そば、かに及びくるみの８品目を含む食

品は、食品表示法において、特定原材料としてそれらを含む旨の表示が義務付けられてい

ます。 

また、いくら、キウイフルーツ、大豆、バナナ、やまいも、カシューナッツ、もも、ご

ま、さば、さけ、いか、鶏肉、りんご、まつたけ、あわび、オレンジ、牛肉、ゼラチン、

豚肉及びアーモンドの２０品目を含む食品は、特定原材料に準ずるものとしてそれらを

含む旨の表示が推奨されています。 

（表５ 特定原材料等） 

根拠規定 特定原材料等の名称 表示の義務 

特定原材料 えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生 義務 

特定原材料に準ずるもの 

アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ・カシュー 

ナッツ・キウイフルーツ・牛肉・ごま・さけ・さば・大豆・ 

鶏肉・バナナ・豚肉・マカダミアナッツ・もも・やまいも・

りんご・ゼラチン 

推奨 

（任意） 

出典：消費者庁「加工食品の食物アレルギー表示ハンドブック」（令和６年３月改訂） 

１-４ 食物アレルギーの診断 

一般に、食物アレルギーを血液検査の結果だけで診断することはできません。実際に起

きた症状と食物アレルギー負荷試験等の専門的な検査結果を組み合わせて医師が総合的

に診断します。 

（表６ 食物アレルギーの診断根拠） 

 診断根拠 内容 

① 明らかな症状の既往 
過去に、原因食物の摂取により明らかなアレルギー症状が起きてい

る。 

② 食物負荷試験陽性 

原因と考えられる食物を試験的に摂取して、それに伴う症状が現れ

るかどうかをみる試験。この試験の結果は①に準じたものと考えら

れる。 

③ ＩｇＥ抗体などの検査陽性 

ＩｇＥ抗体値が異常に高い場合は、これを根拠に診断する場合もある

が、一般的には血液や皮膚の検査結果だけで食物アレルギーを正

しく診断することはできない。 

出典：日本学校保健会「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」 （平成２０年４月） 

食物の除去が必要な子供であっても、その多くは除去品目数が数品目内にとどまりま

す。あまりに除去品目数が多い場合には、不必要な除去を行っている可能性もあります。

不必要な除去を行うと成長発達の著しい時期に栄養のバランスが偏ることにもなるので、

保護者や主治医等とも相談しながら正しい診断を促していくことが必要です。 

また、主なアレルゲンのうち卵、乳、小麦、大豆等は、年齢を経るごとに耐性化するこ

とが知られています。実際に、乳幼児期に発症する食物アレルギーのおよそ９割は就学前

に耐性化するので、直近の１～２年以上症状が出ていないような場合には、改めて主治医

に相談する必要があります。
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姫路市立学校園での食物アレルギー対応について 

姫 路 市 教 育 委 員 会  

◎ 姫路市立学校園での食物アレルギー対応〔注１〕は、「姫路市食物アレルギー対

応マニュアル」に基づき、統一的に行います。 

◎ 「姫路市食物アレルギー対応マニュアル」では、文部科学省「学校給食における

食物アレルギー対応指針」〔注２〕に沿い、安全性確保を最優先します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

〔注２〕 文部科学省「学校給食における食物アレルギー対応指針」の大原則 

● 食物アレルギーを有する児童生徒にも給食を提供する。そのためにも安全性を最優先とす

る。 

● 食物アレルギー対応委員会等により組織的に行う。 

●「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」に基づき、医師の診断による「学

校生活管理指導表」の提出を必須とする。 

● 安全性確保のため、原因食物の完全除去対応（提供するかしないか）を原則とする。 

● 学校及び調理場の施設設備、人員等を鑑み無理な（過度に複雑な）対応は行わない。 

● 教育委員会等は食物アレルギー対応について一定の方針を示すとともに各学校の取組を

支援する。 

〔注１〕「食物アレルギー対応」の対象範囲について 

姫路市立学校園での「食物アレルギー対応」の対象は、学校給食が中心ではあるものの、それだけに

限られるものではなく、学校園の管理下での「食」を伴う活動全般（修学旅行、自然学校等）における食

物アレルギー対応を包含します。 

安全性確保のための  

「姫 路 市食物 アレルギー対応 マニュアル」のポイント 

食物アレルギーを有するお子さんへの対応は、次のどちらかに限定します。 

 
 

 

「多段階対応」（⇒裏面）は、一切行いません。  

※ ここでいう「アレルゲンが含まれる」とは、ごく微量（しょうゆに含まれる小麦など、通常は除去する必

要がない程度）のアレルゲンのみが含まれる場合を除きます。 

※ ここでいう「献立」とは、食事を構成する各要素（主食、主菜、副菜等）の１つを指すものとします。 

ポイント(Ⅰ) 食べる /食べないの「二者択一」  

次の①～③のいずれかに当てはまる場合は、安全に学校給食等を提供することは困

難と考えられ、完全弁当対応とします。 

① 多品目の食物除去が必要 

② 次のア～ウのように、ごく微量のアレルゲンであっても症状が誘発される可能性がある 

ア 調味料・だし・添加物の除去が必要 

イ 加工食品の原材料の欄外表記（注意喚起表示）の表示がある場合も除去が必要 

ウ 食器・調理器具・揚げ油の共用ができない 

〔アレルゲンの残存の可能性のないもの（新しい揚げ油など）を使用する必要がある〕 

③ その他、上記に類似した状況にあり、学校給食で対応が困難と考えられる 

 

ポイント(Ⅱ) 場合によっては完全弁当対応も  

 
二者 
択一 

アレルゲンが含まれる献立は、例外なく 

食べない 
その献立の代替
．．．．．．．

として 

除去食提供 or 弁当持参 

アレルゲンが含まれる献立でも、例外なく 

食べる 
学校園として 

特段の対応はしない 

参考３・参考４（別添・表面） 



 

「 多 段 階 対 応 」 と は 

「多段階対応」とは、献立ごとに、そのアレルゲンの含まれ具合（量や加工・加熱の有無

など）によって、食べる / 食べない を選択するという対応です。 

◎ 乳アレルギーを例とした比較 （乳が含まれる献立への対応） 

【多段階対応】 
○/×が人・献立によって様々。△も存在。 

【二 者 択 一】 
一律に○の人・一律に×の人のみ。 

 飲まない 食べる 食べない 食べる  飲まない 食べない 食べない 食べない 

 
   

  
   

 

Ａさん 飲用牛乳 チーズ ヨーグルト クリ―ムシチュー Ａさん 飲用牛乳 チーズ ヨーグルト クリ―ムシチュー 

 飲まない 食べない 食べる 
量を減らし
て食べる  飲む 食べる 食べる 食べる 

 
   

  
   

 

Ｂさん 飲用牛乳 チーズ ヨーグルト クリ―ムシチュー Ｂさん 飲用牛乳 チーズ ヨーグルト クリ―ムシチュー 

こんなのも「多段階対応」 （学校給食の場合）  

例①：卵アレルギー。卵が混ぜ込まれた献立は食

べないが、八宝菜に入っているうずらの卵は

１個だけ食べ、残りは除去する。 

例②：乳アレルギー。主治医の指導の下、牛乳を

飲む練習をしている。現在は20ccまで飲んで

よいとされている。 

⇒ 調理や配膳の途中で割れた卵のかけらが

混ざり込んでいる可能性があり、確実な除去

は不可能です。 

⇒ 主治医の指導等があったとしても、学校園

においては、量を限って食べる（飲む）取扱

いはできません。 

「卵」の取扱いについて 
・給食においては、卵がアレルゲンの児童生徒でも、生卵のみ喫食不可と診断された児童生徒

は、特例として喫食可としています。 

・しかし、この特例は、給食に限ってのことです。給食以外（修学旅行、自然学校等）では、

通常の二者択一となりますので、卵がアレルゲンの児童生徒は、加熱も含め卵が使用されてい

る料理はすべて喫食不可です。 

献 立 作 成 に お け る 配 慮  
「二者択一」の下、学校給食において食物アレルギーのために食べることができない献立

がなるべく少なくなるよう、食材選定の工夫をします。 

（卵を原材料としたマヨネーズやドレッシングは使用しないなど） 

「学校生活管理指導表」の提出  
食べる / 食べない等の判断は、必ず、主治医に作成いただく「学校生活管理指導表（アレ

ルギー疾患用）」の「学校生活上の留意点」欄の記載によって、次のように行います。 

 記載箇所 主治医の記載内容 判断 

(Ⅰ) 「Ａ」～「Ｄ」 
「管理不要」 食べる （食物アレルギー対応は不要） 

「管理必要」 食べない （食物アレルギー対応が必要） 

(Ⅱ) 「Ｅ」 〇印がついた場合 (Ⅰ)の判断にかかわらず、完全弁当対応 
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！ 

× × × × × × 

× × 

○ ○ 

○ ○ ○ ○ ○ △ 

参考３・参考４（別添・裏面） 
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